
等級６が施行になった。断熱等性能等級５はZEHレ
ベルの水準、一次エネ等級６は基準一次エネルギー
消費量から 20％以上の一次エネ消費量削減と ZEH
を上回る水準だ。さらに 10月には断熱等性能等級
６、７が施行となった。等級６はHEAT20 の G2レ
ベル、等級７は同G3レベルと非常に高い水準だ。
　国は 2030 年以降、新築住宅の省エネ性能を ZEH
レベルとする目標を掲げているが、その一歩先を示
し、さらなる省エネ性能向上を促す。2030年にZEH
水準への適合が義務化されれば、ZEHレベルがわが
国の最低水準となる。つまり ZEHでは差別化にな
らず、省エネ住宅を謳うにはさらに一歩先をいく取
り組みが不可欠になる。その目安を示したのが等級
６、７なのである。
　すでに高性能住宅を手掛ける住宅事業者では等級
６、７の取り組みが始まっているが、今後、その動
きに加速がつきそうだ。

　2022年６月に「建築物のエネルギー消費性能の向
上等に関する法律（建築物省エネ法）」が改正、公布
された。2025年までに制度改正が次々と行われる。
　まず、同法改正の大きなポイントとなるのが省エ
ネ基準の適合義務化である。これまで説明義務にと
どまっていた 300㎡未満の小規模住宅も対象とな
り、施行が予定されている2025年以降、省エネ基準
に適合しない住宅は建設することができなくなる。
　これまで省エネ性能に配慮していなかった住宅事
業者にとって対応が待ったなしだ。しかし、これは
本格的な住宅省エネ化の始まりに過ぎない。この適
合義務となる基準を 2030 年までに ZEH水準へと
引き上げることが予定されているからだ。７年後に
はZEHレベルがわが国の住宅の最低水準となる。つ
まり、現在の省エネ基準レベルの住宅でさえ、10年
経たずして世代遅れの性能になってしまうのである。
　一方、同法改正では、「より高い省エネ性能への誘
導」を図るため「住宅トップランナー制度の対象拡
充」と「省エネ性能表示の推進」も実施される。
　一定の規模以上の住宅事業者に対して「トップラ
ンナー基準（住宅事業建築主の判断の基準）」を満た
すことを求める「住宅トップランナー制度」には、
これまでの建売戸建住宅、注文戸建住宅、貸家・賃
貸アパートに加え分譲マンションが追加される。
　また、省エネ性能を表示する性能表示の取り組み
も強化する。国土交通省では消費者にとってわかり
やすい表示ルールの策定を進めており、今年の４～
６月には関連告示が公布される見込みだ。

性能表示制度を見直し 
上位等級６、７を新設
　建築物省エネ法改正と並んで、2022 年には住宅
性能表示制度でも大きな見直しが行われた。
　４月に断熱等性能等級５、一次エネルギー消費量

省エネ基準適合義務から始まる
本格的な脱炭素の住まいづくり
ZEH、そしてさらにその先へ

地域区分別　断熱等性能等級と外皮平均熱貫流率（UA値）

住宅性能表示制度の見直し

2022年度
新設

2022年度
新設

2025年度
義務化予定

7地域 
（鹿児島）

1地域 
（名寄）

2地域 
（札幌）

3地域 
（盛岡）

4地域 
（長野）

5地域 
（新潟）

6地域 
（東京）

断熟等性能等級
７

等級７
等級６
等級５
等級４
等級３
等級２
等級１

等級６
等級５
等級４
等級３
等級２
等級１

断熟等性能等級
６

断熟等性能等級
５

断熟等性能等級
４

断熟等性能等級
５

住宅性能表示
省エネルギー対策

長期優良住宅

ZEH＋（更なる強化外皮基準）

ZEH（強化外皮基準）

 0.20 0.20 0.20 0.23 0.26 0.26 0.26

 0.28 0.28 0.28 0.34 0.46 0.46 0.46

 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 

 0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 

 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6

 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5

 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6

省エネ地域区分

基準一次エネルギー消費
設計一次エネルギー消費 BEI=

断熱等性能等級 一次エネルギー
消費量等級
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